
「宮崎県沿道修景美化基本計画」の概要 

 

１ 基本計画策定の背景と目的 

 

県では、昭和 44 年に全国に先駆けて「宮崎県沿道修景美化条例」を制定し、

道路は単に輸送施設であるということにとどまらず、風景であり、情景を創る生

活空間であるという理念に基づき、沿道の優れた自然景観や植物を保護するとと

もに、花木類の植栽を行うことによって、花と緑にあふれた道路環境の創出と保

全に努めてきました。 

しかし、植栽した樹木は高木化や老木化が進み、維持管理費の増加や交通安全

上の懸念、周辺景観との不調和などが生じているほか、高速自動車道の開通や新

たな観光地の登場などによる交通の流れと玄関口の変化など、沿道修景美化を取

り巻く環境は大きく変化してきています。 

そこで、平成 27 年度より、有識者や各分野の専門家等からなる検討委員会と、

地域の住民や活動団体等とのワーキンググループを開催し、本県の沿道修景美化

の現状と課題、及び今後の方針等について幅広く議論を行ってきました。 

この委員会等でいただいた御意見を踏まえ、これまでの沿道修景美化条例の基

本的な考え方は継承しながら、現状と課題について整理し、新たに今後目指して

いく目標像や具体的な対応方針等について定めた「宮崎県沿道修景美化基本計画」

を策定しました。 

今後はこの基本計画の下で、沿道の美しい風景や地域ごとの個性を活かした効

率的でメリハリのある沿道修景美化について、専門家や地域の皆様の御意見を伺

いながら検討を行い、観光地の魅力向上や活力ある地域づくり・人づくりにつな

がる「美しい宮崎づくり」の推進に向けて、県民や企業等の皆様との協働により

取り組んでいくこととしております。 

 

２ 基本計画策定に向けたこれまでの取組 

 

   平成２７年１０月  第１回検討委員会開催 

        １２月  第１回地域ワーキンググループ開催（県内５ブロック） 

   平成２８年 ２月  第２回検討委員会開催 

         ３月  第２回地域ワーキンググループ開催（県内５ブロック） 

         ７月  第３回検討委員会開催 

        １０月  第４回検討委員会開催 

     １２月～１月  計画原案についてのパブリックコメント募集 

   平成２９年 ３月  「宮崎県沿道修景美化基本計画」策定 

   令和 ３年１１月  「宮崎県沿道修景美化基本計画」改訂 

 

 



 

○沿道修景美化条例に基づく取組
・植栽地区、自然景観地区、樹木の指定と整備、維持管理
・指定樹木の維持管理費の助成

○沿道修景美化を推進する路線の設定

従来の取組

現 状
（沿道環境の
変化）

○道路交通網の変化 ○新たな観光地の出現
○植栽樹木の高木化・老木化 ○寄植等の生長・繁茂

課

題
交通の流れと玄関口

の変化
維持管理費の増加と
交通安全面の懸念

地域におけるニーズ
の多様化

①沿道修景美化
推進路線ネット
ワークの再構築

②推進路線の
修景コンセプトと
整備・維持管理
方針の設定

③県民・企業等
との協働を推進
するための体制
の構築

施

策

県内各地域に沿道修景美化推進ワーキンググループを

設置し、PDCAサイクルの下で各施策を推進施策の推進

基本目標 『沿道空間における「美しい宮崎づくり」の推進』

①観光地の魅力向上
につながる沿道修景
美化の推進

②効率的でメリハリ
のある沿道修景
美化の推進

③個性的で活力ある
地域づくり・人づくり
につながる沿道修景
美化の推進

目
指
す
姿

３ 基本計画の概要 

 

（１）基本計画の概念（３ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）施策の内容 

施策①「沿道修景美化推進路線ネットワークの再構築」（12 ページ～） 

沿道修景を推進する「沿道修景美化推進路線」について、新たな高速

自動車道のインターチェンジ、港湾等の交通の玄関口、及び主要な観光

地等を結ぶ観光上重要な路線を追加し、計 31 路線による推進路線のネッ

トワークを再構築します。 
・主要な観光地、市街地を結ぶ路線 

国道 220 号、県道小林えびの高原牧園線など 24 路線 
・主要な交通の玄関口を結ぶ路線 

県道内海加江田線、県道延岡インター線など ７路線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・沿道修景美化推進路線のネットワーク 



 

施策②「推進路線の修景コンセプトと整備・維持管理方針の設定」 

（18 ページ～） 

沿道修景美化推進路線について、特徴や地理的条件が一致する路線ご

とにグループ化した上で、修景の目標像を示す「修景コンセプト」を定

め、現状と課題について整理し、具体的な対応方針を示す「整備・維持

管理方針」を設定し、地域の特性を活かした効率的でメリハリのある沿

道修景美化を推進します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

・交通の玄関口における取組例（県道宮崎空港線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・維持管理の効率化の取組例（県道一ツ葉インター佐土原線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伐開、除草による眺望の回復の取組例（国道１０号） 

 

 

 



 

1.PLAN
計画の策定

2.DO
取組の実施

3.CHECK
効果の検証

4.ACTION
計画の見直し

沿道修景美化推進

ワーキンググループ

（各分野の専門家･地域の活動団体

･行政関係者等）

○整備・維持管理
長期計画の策定
○PR方法の検討 等

○各推進路線の設計・
工事の実施
○県民・企業等との協働
○PR活動の実施 等

○計画の見直し
○施策の見直し
○新たな取組の策定

○ワーキンググループ
における検証
○新たな取組の検討

施策③「県民・企業等との協働を推進するための体制の構築」 

（69 ページ～） 

県民や企業等が県内各地で行っている修景美化活動に対し、より充実

した支援を行うための既存のアドバイザー制度を活用するなど、協働を

推進するための体制を構築し、活力ある地域づくりと新たな担い手の確

保・育成に貢献します。 
 
 
 

 
 
 
 
 

・県民や企業等との協働の取組例（国道 268 号、220 号） 

 
 
（３）施策の推進（71 ページ～） 

各地域において、専門家や地域の活動団体等からなるワーキンググループを設

置し、沿道修景美化の取組について幅広い視点から検証を行いながら、ＰＤＣＡ

サイクルの下で効果的に沿道修景美化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿道修景美化推進のＰＤＣＡサイクル 


